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１億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人または資本若し
くは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人
以下の法人をいいます。ただし、同一の大規模法人（資本金の額若
しくは出資金の額が１億円を超える法人または資本若しくは出資を
有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法
人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。）に発行済株式
または出資の総数または総額の２分の１以上を所有されている法人
および２以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総
額の３分の２以上を所有されている法人を除きます。

※１　「平成23年度税制改正の解説」財務省P328より一部引用。

※２�　雇用促進税制は、個人（所得税）と法人（法人税法）とそれぞれ
において制度化されています。本稿では紙面の都合上法人と個人を
合わせて「事業主」と表現しています。

※３　「租税特別措置法」の略です。以下、同様。

※４　「中小企業者等」とは、中小企業者または農業協同組合等をいい
ます。なお、中小企業者とは、資本金の額もしくは出資金の額が

＜雇用促進税制の概要について＞

Ｑ１　どのような制度ですか

平成23年度税制改正の目玉改

正として「雇用促進税制」と呼

ばれるものがスタートしたと聞き

ました。どのような制度なので

しょうか。

Ａ�　適用年度の法人税を軽減

平成22年９月10日閣議決定され

た「新成長戦略実現に向けた３段

構えの経済対策」において「雇用

の増加に応じ、企業の税負担を軽

減する措置を講ずるなど、有効な

税制措置の具体化を図る」とされ、

平成23年度税制改正において雇

用促進税制が導入されました※１。

雇用促進税制は、雇用保険法の

適用事業を行っている事業主※２

が、税制の適用要件を満たした場

合、雇用者数の増加１人当たり20

万円の税額控除が受けられる制度

です（措法※３10の６①、42の12

①）。ただし、控除税額は、その

適用年度における法人税の額（個

人の場合は、所得税の額）の10％

（中小企業者等※４の場合は、20％）

までとされています（措法10の

６①後段、措法42の12①後段）。

㈱インターナレッジ・パートナーズ代表取締役　公認会計士・税理士　細田将秀

雇用増1人当たり20万円の税額控除

雇用促進税制を活用しよう

また、雇用促進税制は平成23

年４月１日から平成26年３月31

日までの間に開始する各事業年度

（個人事業主の場合は、平成24年

１月１日から平成26年12月31日

までに各年）が適用年度となり、

期限付きの税制です（措法10の

６①、措法42の12①）。

Ｑ２　適用要件は

雇用促進税制について、具体

的な適用要件はどのようになって

いるか教えてください。

Ａ�　さまざまな適用要件あり

雇用促進税制は、次の「事業主

の要件」と「事務手続の要件」の

すべての要件を満たしたときに適

用できます。

【事業主の要件】

以下のすべての要件を満たす必

要があります。

・雇用保険法の適用事業を行って

いる事業主であること。

・青色申告書を提出する事業主で

あること。

・新設法人や新たに事業を開始し

た個人事業主ではないこと。

・適用年度とその適用年度開始の

前１年以内に開始した各事業年

度において、事業主都合による

離職者がいないこと（Ｑ４参照）。

・適用年度に雇用者（雇用保険一

般被保険者）の数を５人以上

（中小企業の場合は２人以上）、

かつ、10％以上増加させてい

ること（Ｑ６、Ｑ８参照）。

・適用年度における給与等支給額
※５

が、比較給与等支給額以上であ

ること（Ｑ９参照）。

・風俗営業等（風俗営業および性

風俗関連特殊営業）を営む事業

主ではないこと。

【事務手続の要件】

以下のすべての要件を満たす必

要があります。

・事業年度開始後２ヵ月以内※６

に、目標の雇用増加数などを記

載した雇用促進計画を作成し、

ハローワークへ提出すること

（Ｑ10参照）。

・事業年度終了後２ヵ月以内（個

人事業主については３月15日

まで）に、ハローワークで雇用

促進計画の達成状況の確認をす

ること（Ｑ11参照）。

・確認を受けた雇用促進計画の写

しを確定申告書等に添付するこ

平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用を5人以上（中小企業
は2人以上）、雇用増加割合10％以上の要件を満たす企業に、雇用増加数1人当たり、20万円の税額控除が受け
られることになりました。その具体的な内容を解説してもらいます。
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特　集

新卒採用の新ルール

１　『就職協定』の時代

『倫理憲章』の前身である『就

職協定』は、文部省（現文部科学

省）の主導で始まり、その原型は

1950年代まで遡ることができま

す。労働省（現厚生労働省）も

1972年に関与するようになりま

したが、協定破りにより行政の公

平性が失われかねないことから

1981年に撤退しました。以後、

就職協定は産業界と大学による紳

士協定となったことで違反する企

業が後を絶たなくなり、1997年

に廃止されました。

２　『倫理憲章』の制定

『倫理憲章』は、学事日程の尊

重や、均等な就職機会の提供など

採用選考活動に当たって一定の

ルールが必要であるとの多くの企

業の要請により、1997年に制定

されました。策定当初、具体的な

期日としては、採用内定の開始日

（10月１日）だけを定めていまし

たが、過去の変遷過程や、さまざ

まな経緯を踏まえ、2001年から

選考開始について「卒業学年に達

しない学生に対しての実質的な選

考活動を慎む」という規定をおく

ことにより、現行の「４月１日」

以降に実施するという考え方が定

基本編

Q1	 採用ルールはどのような経緯をたどってきたのですか

A	 有名無実化した『就職協定』から『倫理憲章』へ

採用ルールとして『就職協定』から『倫理憲章』への変遷は、どのような経緯を経て今日に至っ

たのか教えてください。

協定を守らない企業の増加により、『就職協定』は有名無実化したため、1997年に廃止されま

した。しかし、何らかの期日設定を求める企業の要望が強まり、日経連（現経団連）は、同年、『倫

理憲章』を策定し、今日まで必要な見直しを行ってきています。

ポイント

新倫理憲章による新規学卒者の採用スケジュールの変更がスタートするなど、採用・就職のありようが急速に変

化しています。新卒採用に関して、新しい採用のルールとそれにまつわる人事労務担当者が直面するさまざまな問題に

ついて解説してもらいます。

着しました。

『倫理憲章』は毎年、必要な見

直しを行ってきています。最近で

は、2004年より、倫理憲章の趣

旨に賛同する企業を募る「共同宣

言」を開始した他、2009年に「広

報活動であることの明示」を追加

し、会社説明会等の開催に当たっ

ては、その後の選考に影響しない

旨の明示を求めました。併せて、

「採用選考に関する企業の倫理憲

章の理解を深めるための参考資

料」を新たに作成し、『倫理憲章』

の理解促進に努めています。�

（経団連・遠藤和夫）

遠藤和夫（えんどう・かずお）�
1987年日経連事務局入職。2009年経団連労働政策本部主幹。

参　照
採用選考に関する企業の倫理憲章（経団連ＨＰ、2011年３月15日）
※本稿では『倫理憲章』と表記
採用選考に関する企業の倫理憲章の理解を深めるための参考資料（同
上）

「採用選考に関する企業の倫理憲章」の趣旨実現をめざす共同宣言に
ついて（経団連ＨＰ、2011年５月11日）
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募集

職業安定法第４条では「労働者

の募集とは、労働者を雇用しよう

とする者が、自ら又は他人に委託

して、労働者となろうとする者に

対し、その被用者となることを勧

誘すること」とされています。そ

こで労働者募集の種類ですが、大

きく分けて、①新聞、雑誌その他

の刊行物に掲載する広告または文

書の掲出もしくは頒布による文書

募集、②労働者を雇用しようとす

る者が、文書募集以外の方法で、

自らまたはその被用者をして行う

直接募集、③労働者を雇用しよう

とする者が、その被用者以外の者

をして労働者の募集に従事させる

形態で行われる委託募集、の３種

類とされています。

なお、公共職業安定所（ハロー

ワーク）以外での、つまり民間に

よる募集についてですが、委託募

集をする場合には、有償による委

託募集は厚生労働大臣による許可

を、無償による委託募集は厚生労

働大臣への届出を義務づけていま

す（職業安定法第36条）。

word.185

指定校制度

企業が採用対象とする大学等を

指定する制度として、新卒一括採

用とともに行われてきたものです

が、1991年に人物本位の採用と

して、どの大学の学生でも参加で

きるオープンエントリー制度をソ

ニーが導入したことから、学校名

不問採用（学校名を選考の判断材

料の対象としない採用方法をい

い、学校名を応募書類に記入させ

ても選考に影響しない場合も含む

ことがあります）方式を導入する

企業も増えてきています。しか

し、就職協定の廃止や、社団法人

日本経済団体連合会の定める自己

責任原則に基づいて行動すると

いった形の「採用選考に関する企

業の倫理憲章」により、結果とし

て学生の就職活動の長期化等の問

題が発生し、そのため修正した形

で改めて指定校制度に関心の目が

向けられてきています。

word.186

ＳＰＩ

Synthe t i c  Persona l i ty 

人事労務の

ワード基基基 礎礎礎
Inventoryの略で、直訳すると

「総合的個人資質要録」となりま

すが、総合適性検査であり、現在

のリクルートマネジメントソ

リューションズ社の前身である、

日本リクルートセンター人事測定

事業部により、1974年に、それ

までの一般知的能力検査、性格診

断検査、モチベーション検査、性

格類型検査を統合して、総合検査

ＳＰＩとして開発されたもので

す。性格適性（性格的適性・態度

的適性）検査と能力適性（言語能

力、非言語能力）検査の２つから

成っているものでしたが、新しい

バージョンであるＳＰＩ２が

2002年10月に誕生しています。

株式会社リクルート社によります

と、ＳＰＩ２は基礎能力と性格の

２領域において、コンピテンシー

のもとになる基本的資質を測定す

るもので、この２領域は、人間の

行動のベースとなる比較的変化し

にくい領域であり、未経験の職務

への適応のしやすさや、将来の成

功度を予測することが必要な人事

場面で、広く有効に活用できるも

のであるとしています。さらに同

社によりますと、2011年度実績

で、利用企業総数8,610社、受験

者総数123万人を数え、能力検査

と性格検査を合わせた総合検査を
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基礎ワード

word.184　募集

word.185　指定校制度

word.186　ＳＰＩ
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メンタルヘルス不調者の中には、休業を繰り

返す例があります。そうした労働者に対して

は、職場関係者は「本人の問題だからどうしよ

うもない」と考えてしまいがちになることも多

いものです。

確かに、メンタルヘルス不調には、周囲から

さまざまな支援を得ても、病状が安定しなかっ

たり、一旦よくなるものの、すぐ再燃や再発を

してしまったりする例が少なくありません。し

かし、職場の適切な支援によって、中長期的に

安定した仕事ができるようになる労働者も少な

くないはずです。

本稿では、メンタルヘルス不調による休業、

復職を繰り返す労働者への対応で、特に留意し

たい点をまとめてみたいと思います。

職場要因の再検討
まず、これまでの復職時期が適切であったか

どうかを検証することです。過去の失敗は、復

職時期が早すぎたことに起因していなかったで

しょうか？ 前々号でも述べましたが、例えば

うつ病では、症状が軽減すると本人は非常に楽

になったと感じ、特に元々が真面目な性格で

あった場合は、早く仕事に戻りたいという思い

が強くなるものです。いつまでも上司や同僚に

迷惑をかけられない、あるいは自らの立場が心

配であるといった焦りが生じることもあるで

しょう。しかし、その病状はよくなったように

見えても、また少し元に戻ってしまったり、回

復の足踏みを続けてしまうといったことが起こ

りがちです。むしろ、一直線によくなっていく

のが稀だといってもよいくらいです。そのよう

な不安定な状況で復職を試みるのは適切ではあ

りません。少し慎重に変化を追って、本当に安

定した状態が確認できた段階で復職とするのが

よい結果を生みます。

次に、仕事の与え方、就業面の配慮の仕方に

ついての検討です。失敗例で多いのは、復職後

急に強い業務負荷がかけられた、あるいは逆に

あまりにも負荷の軽い業務を与えられた場合で

す。前者は、復職時期が早すぎた場合と同様に

考えればよいでしょう。当該労働者が、復職当

初は焦らず徐々に仕事をしていこうと考えてい

たとしても、職場に戻ってみて上司や同僚が多

忙にしているのを目の当たりにすると、焦りや

申し訳ない気持ちが高まり、少しでも早く元と

同じ仕事をしたい、遅れを取り戻したいという

思いに駆られがちです。最近、案外多く見られ

るのが後者です。メンタルヘルス不調者の職場

復帰に当たっては、負荷の軽い仕事から与える

べきであるという知識が、社内の教育研修やマ

スメディアの報道などによって職場に浸透して

いるため、上司はそれに従って仕事の指示を出

すのです。しかし、負荷が軽すぎる、例えば締

め切りが全くなくやってもやらなくてもよいよ

うな仕事を与えられ続けると、かえって当該労

働者は職場の中で時間を持て余し、疎外感を感

じたり、仕事がどのくらいできているのかとい

う感触がつかめず不全感を覚えたりすることに

なる可能性があります。また、それに関連する

のですが、上司が当該労働者の仕事ぶりについ

て、きちんと評価して本人に伝えていたかどう

かも確かめたいところです。お勧めしたいの

は、あらかじめ、復職時にある程度先まで本人

の従事する仕事の予定を決めておき、数日ごと

に上司と本人が話し合いをして（それほど、長

い時間は必要ないでしょう）、順調にそれがこ

なされているかを確認することです。

当該労働者および家族あるいは親族が職場に

対して被害的な感情やそれに類する思いを抱い

産業医科大学教授　廣　尚典

休業を繰り返す者への対応で気をつけることは？
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Q１　どんな事件ですか

Ｘは自動車のカタログやパンフレット等の企

画制作と印刷等を目的とするＹに平成18年４

月１日にクリエイティブディレクター（ＣＤと

いいます）として嘱託契約社員として採用され

ました。嘱託契約社員の雇用契約は１年間の有

期労働契約で、初回は採用日である平成18年

４月１日からから同年12月31日までの９カ月

間とし、その後、平成21年12月31日まで１年

の有期労働契約を合計３回更新した後に平成

21年12月31日をもって雇止めとなりました。

Ｘは本件雇止めには解雇権濫用法理が類推適用

されるところ、合理的な理由はなく無効である

と主張して地位確認等の請求を行いました。

Q２　何が争点となったのでしょうか

ＣＤとして採用されたＸの嘱託契約社員の有

期労働契約に解雇権濫用法理が類推適用される

かどうかです。本件で更新回数は３回に過ぎ

ず、本件有期労働契約が期間の定めのない契約

と実質的に同視することができる状態にないこ

とは明らかであるとして、解雇権濫用法理が類

推適用されるためには本件有期労働契約による

雇用継続に対するＸの期待利益に合理性がある

ことが必要であるとされました。具体的には、

①当該雇用の臨時性・常用性、②更新の回数、

③雇用の通算期間、④契約期間管理の状況、雇

用継続の期待を持たせる言動・制度の有無など

を総合考慮して合理性の判断をするのが相当と

されました。

Q３　�判決の具体的な内容はどうだった
のですか

Ｘの請求はすべて棄却となりました。

まず、ＸＹの有期雇用契約は更新回数が３回

であることから期間の定めのない労働契約と同

視し得るものではないとされ、Ｘに雇用継続の

期待利益が認められるか判断されることになり

ました。

①当該雇用の臨時性・常用性については、Ｃ

Ｄには資質として自由な発想等に基づく創造

性、専門性を持った人材が求められることか

ら、その職務は、本来常用というよりもむしろ

臨時的な性格を有しているものと認められまし

た。②更新の回数は３回で、③雇用の通算期間

は４年に満たないこと、④契約期間管理の状況

については、Ｙが本件各更新手続きに先立っ

て、各契約期間の成果等に関する評価資料に基

づき、Ｘとその上長との間において面談を実施

したうえ、これを踏まえ年俸の額等を決定し、

Ｘとの間において有期雇用契約書を取り交わし

ており、本件各更新手続きの管理は厳格に行わ

れていたものといえると認められました。さら

に、ＹはＣＤ業務について１年ごとの嘱託契約

社員向きの業務であると位置づけ、Ｘに対して

も、その採用面接時はもとより入社直後のオリ

エンテーション等においても、その旨を明確に

説明し、雇用継続に対する期待利益を抱かせる

ような言動をした形跡はうかがわれないと認め

ました。

このような事情を総合して、本件有期雇用契

約による雇用継続に対するＸの期待利益に合理

性があるとは言い難く、本件雇止めに解雇権濫

用の法理を類推適用する余地はないと判断し、

本件雇止めは有効であり、ＸＹ間の有期雇用契

約は期間満了により終了していると認められま

した。

Q４　判決が与える影響はどうでしょうか

本判決は、更新回数が３回と比較的少ない場

合に、有期雇用契約満了による雇止めに解雇権

濫用法理の類推適用があるかどうかを判断する

基準を示したものです。まず、有期雇用契約の

弁護士・木下潮音

Q A で 読 む& 最新労 判働 例連載

第 2回 Ｅ−グラフィクスコミニュケーションズ事件
平23・4・28　東京地判

3 回更新でも期待利益に合理性なければ雇止め有効
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第16回　特定就職困難者雇用開発助成金
全国主要都市に支店を展開す

る、機械部品卸業です。新支店

を開設するに当たり、ＣＳＲの

観点で、地元の人材を雇用することを検

討しています。その際、就職に困ってい

る人たちをできるかぎり採用しようと考

えているのですが、よい方法を教えてく

ださい。可能ならば、助成金を受給した

いと思います。

�

障害者など雇入で50〜100万円

地域で就職先を探している

人を募集するには、地元のハ

ローワークに求人票を出す方

法があります。障害者や高齢者など就職

に困っている人が多数登録されています

し、それらに限定した募集も可能になり

ます。ハローワーク経由で採用した場

合、「特定就職困難者雇用開発助成金」

として、１人当たり50万円〜100万円が

受給できます。

ハローワークを活用した求人は、紹介

料などがかからないうえに、紹介された

求職者を採用すると給付金が受けられる

ケースもあるのが、大きなメリットで

しょう。雇用関係給付金の窓口ですか

ら、利用できる給付金のアドバイスを得

ながら、求人条件を整備することができ

ます。「○○給付金対象求人」として、

給付金の要件を満たす応募対象者に絞り

込むことも可能です。

利用したことがない方はご存じないか

もしれませんが、正社員以外の求人にも

利用でき、実際にパートタイマー希望の

求職者も少なくありません。パートでも

給付金が支給される場合があります。

ハローワークは、都道府県ごとにいく

つかの市町村をまとめた単位で設置され

ています。地元求職者や職種別の需給バ

ランスなどの情報を持っていますから、

新しい地で人材を募集するときの力強い

味方になるでしょう。応募する人材や求

人条件の概要がまとまった段階で、担当

者がじかに訪ねて構いません。所在地や

管轄する市町村は、都道府県労働局の

ホームページで確認できます。

１　特定就職困難者雇用開発助成金

今回の助成金は、特定求職者雇用開発

助成金の一つです。特定求職者雇用開発

助成金では、東日本大震災の被災離職者

等を雇入れたときに受給できる「被災者

雇用開発助成金」を本連載第12回（№14

号）でご紹介しましたが、今回の助成金

は求職者の要件が障害者や高齢者に代わ

ります。

①対象者

対象者は、一般的に就職が困難な方

で、具体的には、

・60〜64歳の高齢者

・障害者

・母子家庭の母等

です。65歳以上の高齢者は、後述する�

「高年齢者雇用開発特別奨励金」の対象

になります。

母子家庭の母等には、中国残留邦人等

永住帰国者ほか、各45歳以上の沖縄失

業者求職手帳所持者、漁業離職者求職手

帳保持者、一般旅客定期航路事業等離職

者求職手帳所持者、認定港湾運送事業離

職者、などが含まれます。聞きなれない

言葉でしょうが、地元ハローワークはこ

シ リ ー ズ 助成金・給付金Ｑ ＆ Ａ
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